
（平成２３年６月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認大分地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大分国民年金 事案 788 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年１月から同年３月までの期間、58 年 10 月から 59 年３

月までの期間、及び 60 年３月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 58年 10月 

             ③ 昭和 58年 11月から 59年３月まで 

             ④ 昭和 60年３月 

  私の国民年金への加入は、20 歳の時に祖父が加入手続を行い、国民年金

保険料を地区の納付組織で納付してくれていたので、申立期間が未納及び

未加入期間となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間④について、申立人に係る国民年金被保険者名簿によると、当

初、昭和 60 年３月の国民年金保険料は納付済みであったことが確認できる

ところ、オンライン記録によると、国民年金の資格喪失日が同年３月 31 日

と記録されたことにより、申立期間④の保険料を申立期間②である 58 年

10 月の保険料に充当された上で、保険料差額が還付処理（昭和 60 年５月

31日処理済み）された記録が確認できる。 

しかしながら、オンライン記録及び厚生年金保険被保険者原票によると、

申立期間④である昭和 60 年３月について、申立人は、厚生年金保険及び他

の被用者年金に加入しておらず（厚生年金保険の資格取得日は昭和 60 年４

月１日）、本来、国民年金の強制加入被保険者期間とすべきところ、行政

側の事実と異なる国民年金被保険者の資格喪失処理により、誤った充当及

び還付処理が行われたものと判断できることから、申立期間④については

当初の記録のとおり、納付済み期間とすることが必要である。 

２ 申立人は、「私の国民年金への加入は、20 歳の時に祖父が加入手続を行

い、国民年金保険料を地区の納付組織で納付してくれていた。」と主張し

ているところ、申立人の母親は、「当時の国民年金保険料の納付は家族３



人分を全て祖父に任せていた。毎月納付組織を通じて、全員分納付してく

れていたはずである。」と供述している上、申立人の両親の国民年金につ

いて、昭和 39 年４月からそれぞれが 60 歳に到達するまでの期間（全ての

申立期間を含む）に係る国民年金保険料に未納は無いことから、申立人の

祖父の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間①について、３か月と短期間である上、申立人の国民年

金加入時期は、Ａ市の国民年金受付処理簿から昭和 56 年３月頃と推認され、

この時点で申立期間①は現年度納付が可能な期間であり、申立人の祖父の

納付意識の高さを踏まえると、国民年金への加入手続をしたにもかかわら

ず、当該期間の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

さらに、申立期間②及び③について、申立人に係るＡ市の国民年金被保

険者名簿においては未納であることが確認できるものの、当該期間は６か

月と短期間であり、当該期間前後の国民年金保険料は現年度納付されてい

ることが確認できる上、上記１を踏まえると、当該名簿において、申立期

間④の還付も記載されておらず、申立人の年金記録について行政側の記録

管理が適切に行われていたとは言い難いこと、及び上記申立人の祖父の納

付意識の高さを踏まえて判断すると、当該期間についても保険料を納付し

たと考えても不自然ではない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大分国民年金 事案 789 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から５年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年３月まで 

私は、申立期間当時学生で、平成３年度はＡ区役所で国民年金の加入手

続と同時に保険料免除の申請を行った。平成３年度は免除となっているが、

４年度は前年と同様に免除申請したにもかかわらず、免除となっていない

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が免除申請を行っている平成３年度は、20 歳以上の大学生等が国民

年金に強制加入となった初年度であり、この当時、社会保険庁（当時）では

各市町村に対し、住民基本台帳等により学生の適用対象者を確実に把握し、

往復ハガキによる勧奨を行う等、積極的な勧奨を要請することとされており、

Ａ区においてもこれに基づき積極的な勧奨を行っていたことがうかがえる。 

また、申立人は、申立期間の前年度においてＡ区役所で免除申請を行い、

これに係る承認を受けている上、「平成３年度と同様に４年度も免除申請に

係る手続をした。」旨主張しており、年度ごとに免除申請を行う必要性を認

識していたものと推認されるとともに、Ａ区では、「前年度が申請免除期間

であるものに対しては、次年度当初に免除申請に関する案内を行ってい

た。」と回答していることから判断すると、申立人が申立期間においても前

年度同様に免除申請を行っていたと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を免除されていたものと認められる。 

 

 



大分国民年金 事案 790 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年３月から同年 11 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53年３月から同年 11月まで 

  ② 昭和 54年８月から 57年５月まで 

私の国民年金は、母が加入手続を行い、国民年金保険料も納付してくれ

ていた。 

送られて来た納付書で全て納付したはずなので、申立期間が未納となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人に係る特殊台帳の昭和 54 年度摘要欄に「催告

状、納付書発行」と記載されていることが確認できることから、申立人に申

立期間①に係る過年度納付書が発行されていたことが推認できる。 

また、申立人の国民年金保険料を納付していたとする申立人の母親が所持

する昭和 54 年８月の家計簿には、「６か月分年金 ：21,840 円」との記載が

あり、これは昭和 53 年度分過年度保険料額（２万 1,840円）と一致している

ことが確認できることから、申立期間①のうち、53 年４月から同年 11 月ま

での国民年金保険料が過年度納付されたことが認められる。 

さらに、申立期間①に係る過年度納付書の発行について、年金事務センタ

ーでは、「昭和 52 年度分（保険料額 2,200 円）と 53 年度分（同２万 1,840

円）の２枚に分割して発行された可能性も否定できない。」と回答している

ところ、申立人の母親は、「請求があったものは全て納付したはずであ

る。」と主張しており、上記のとおり申立期間①のうち、昭和 53 年４月から

同年 11 月までの国民年金保険料を過年度納付していることから判断すると、

その時点（昭和 54 年８月頃）で過年度納付可能であり、かつ少額である昭和



52 年度分過年度保険料額（2,200 円）についても納付したと考えるのが自然

である。 

加えて、申立人のＡ町（現在は、Ｂ市）の国民年金被保険者名簿の資格取

得日は、昭和 53 年 12 月５日（任意加入）となっているところ、特殊台帳の

資格取得日は、同年３月７日（強制加入）となっていることから、申立期間

①当時、行政側に不適切な記録管理が行われていた可能性がうかがえる。 

一方、申立期間②について、申立人のＡ町の国民年金被保険者名簿の資格

喪失日が昭和 54 年８月 29 日となっていることから、申立期間②は未加入期

間として処理されており、納付書は発行されず、保険料を納付することがで

きなかったと推認される上、申立人に、別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていた事情は見当たらない。 

また、申立人の母親は、「郵便局に勤めていた妹から６か月分をまとめて

納付すれば保険料の割引があると言われ、54 年８月から 57 年８月まで、６

か月ごとに郵便局で納付した。」と主張しているところ、国民年金保険料の

前納制度については、申立期間②当時は１年分の前納制度のみであり、６か

月分の前納制度が創設されたのは平成７年度からである。 

さらに、申立人の母親は、国民年金保険料を納付した時期及び保険料額等

の記憶が曖昧である上、申立人の母親の家計簿には、申立期間②の国民年金

保険料を納付したことを示す記載は見当たらず、ほかに当該期間の国民年金

保険料を納付したことを示す関連資料（確定申告書等）が無い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年３月から同年 11 月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



大分国民年金 事案 791 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から平成５年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から平成５年 12月まで 

私は、昭和 57 年の退職時に、市役所で国民健康保険とともに国民年金の

加入手続を行った。退職後の自営業が軌道に乗るまでは国民年金保険料を

納付しなかったが、昭和 60 年頃から保険料を納付するようになったと記憶

しているので、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人前後の被保険者記録から、昭和

57 年 10 月頃に厚生年金保険の資格喪失日である同年 10 月１日を資格取得日

として払い出されていることが推認でき、申立人の主張のとおり、国民健康

保険（申立人の国民健康保険の加入期間は昭和 57 年 10 月１日から平成９年

１月１日）と同時に加入手続された状況がうかがえる。 

しかしながら、申立人は、「加入当初は自営業が軌道に乗るまでは国民年

金保険料を納付しなかった。」と主張している上、申立人が申立期間の国民

年金保険料を一緒に納付したとする元妻（昭和 61 年 11 月頃加入）について

も当該期間の保険料は未納となっており、申立期間直後の平成６年１月から

申立人と同様に保険料の納付が開始されていることが確認できることを踏ま

えると、申立人が納付時期を誤認している可能性も否定できない。 

また、申立期間は 105 か月間と長期間であるとともに、申立人が申立期間

に係る申立人の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立期間の国民年金保険料が納付されたことをうかが

わせる周辺事情は見当たらない上、申立期間当時、申立人に別の国民年金手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大分国民年金 事案 792 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から同年 12月まで 

私は、申立期間にＡ市からＢ町に戻り、国民年金に加入して保険料を納

付した記憶があるので、申立期間が国民年金の未加入となっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿から、申立人が、申立期

間を含め、国民年金に加入した記録は確認できず、申立期間当時、申立人に

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、納付書が発行さ

れず、保険料を納付できなかった期間であったと考えられる。 

また、申立人が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の国民年金保険料

が納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

大分厚生年金 事案 953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年４月１日から 41年７月１日まで 

私は、高等学校を卒業後、Ａ市に所在したＢ社に勤務したが、申立期間

に係る厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び同僚の供述から判断すると、勤

務期間を特定することはできないものの、申立人がＢ社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、申立期間当時におけるＢ社の事業主は既に死亡している上、

現在の事業主は、｢申立人に係る厚生年金保険料の控除等については、当時の

賃金台帳等の資料が無いため不明である。｣と供述しており、申立人の勤務実

態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

また、申立期間当時においてＢ社に係る経理事務を担当していたとする者

は、「申立人は臨時社員であったと記憶しているので、社会保険には加入し

ていなかったと思う。」と供述しているところ、同社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票において申立人の厚生年金保険の被保険者記録を確認す

ることができない上、申立期間における健康保険整理番号に欠番も無い。 

さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業



  

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


